
 

 

 

 

 

令和６年１月９日（火） ３学期始業式の講話より  

 

何事も大切なことは基本！ 

校 長 木﨑 正和 

 

 明けましておめでとうございます。 

  今年は、元日から能登半島地震が起こり、大きな被害と多くの方々が犠牲になりました。

未だに行方不明の方々もおります。現在、多くの方々が避難生活をされています。被災さ

れた総ての方々に心からお見舞いを申し上げます。また、翌２日には、羽田空港で日本航

空の旅客機と海上保安庁の飛行機が衝突する大事故が起こりました。海上保安庁の５名の

職員の方々が犠牲になりました。しかし、旅客機の乗客・乗員３７９名は乗員の機転を利

かした誘導で、全員無事に燃えている飛行機から脱出し避難が出来ました。海外からは、

奇跡と称賛されています。思うに、これは単なる奇跡ではなく、日頃からの訓練がしっか

り身についているからだと思います。事故対応の基本がしっかり身についているからこそ

機転を利かすことが出来たのだと思います。何事も大切なことは基本です。 

  さて、「１年の計は元旦にあり」といいます。皆さん一人一人が「今年は〇〇をがんば

ろう」と新年の決意をしたことと思います。それが自分の目標であるとともに抱負になる

と思います。新年の決意を大切にしましょう。 

 私は、正月の箱根駅伝が好きで、毎年応援に行っています。今年も母校が出場している

ので応援に行きました。今年は１００回の記念大会でした。前評判では、駒澤大学が昨年

に引き続き連覇をするのではという予想でしたが、青山学院大学が往路・復路とも勝ち、

総合優勝しました。今年も様々なドラマがありました。ある人が、「人生は駅伝を一人で

走るようなものです」と言っています。自分で努力して走った１区のたすきを自分で受け

取り２区も走るということです。１年間を駅伝に例えれば、１月は１区、２月は２区と各

月が駅伝の各区にあたります。今月がんばれば、その分、来月のレースには余裕ができま

す。自分の可能性を信じ、目標を大切にして、自分のペースを整えてゴールに向かって意

欲的な生活を送るように努力するわけです。 

  今日の始業式は、駅伝に置き換えれば１区のスタートにあたります。新年の決意を毎月

の区間に引き継いで前に進んでいきましょう。 

  これからの三か月間は、それぞれの学年のまとめの期間になります。令和６年度に向け

ての準備や心構えをつくる期間でもあります。１年生は中学生になって１年が経とうとし

ています。４月には新入生が入学してきます。２年生として新入生を支えられる力をこの

期間に養って下さい。２年生はこの１年間、３年生を見ながら生活をしてきました。大き

な行事を経験するごとに成長の跡が見られます。最上級生になる前の締めくくりをしっか

り過ごして下さい。３年生は、義務教育最後の学期になります。最上級生としてのリーダ

ーシップを発揮した生活を送るとともに、進路の決定に向けて全力を尽くして下さい。                                                  

全学年とも、これからの三か月間、１日１日を、そして一人一人を大切にして、お互いに

協力し合いみんなで成長していきましょう。 

 皆さん一人一人にとって充実した３学期になることを期待しています。    

         令和６年１月２２日第９号 

      大田区立田園調布中学校 

 

          校長 木﨑 正和 

田園調布中だより

だ よ り 



 

 

 

 

１月の生徒会朝礼後に、生活指導主任より生徒全員に改めて、区で貸与している生徒学

習用タブレット端末の使用方法について、確認と事例に基づきお話をしました。 

御家庭でも、もう１度、お子様と学習用タブレット端末の使用方法・管理方法について

御確認をしてください。 

 

 

生活指導主任のお話（◆は区のタブレット端末使用ルールです） 

 

 １ タブレット端末は区から貸与されています。３年間の使用後は区に返却し、新一年

生に再度貸し出します。借りたものは自分の物以上に大切に使用することが重要です。 

◆登下校中はタブレット端末をかばんから出してはいけません。 

◆タブレット端末を持っているときは走りません。 

◆タブレット端末は直接地面に置きません。 

◆タブレット端末は強い力がかかると壊れてしまいます。大切に使ってください。 

 

 ２ 自分の不注意で壊してしまった場合や紛失してしまった場合には弁償の対象にな

る場合があります。皆さんは、大切に扱っているでしょうか。再度、高価なものにな

りますので大事に扱うようにしましょう。 

◆学習のために使っていて壊れた場合は学校で対応します。その際、保護者の負担は

ありません。 

 

 ３ タブレット端末は学習用です。ゲームをしたりするものではありません。改めて使

用方法について御家庭でも十分話し合いをして、使用方法を守りましょう。 

  ◆学校で貸し出すタブレット端末は学習活動のために使ってください。 

 

 ４ 他人のタブレット端末を無断で持ち帰り、自宅においてゲームで使用していた事例

が発生しました。その間、タブレットを自分の管理不足で紛失してしまったと思い込

んだ生徒は毎日、タブレットを探し、つらい思いをしました。他人のタブレットを無

断で使用することは許されません。 

◆安全利用のため、いつ、だれが、どのサイトを見たかについて記録をとっています。 

◆タブレット端末は機器番号で管理されています。他の人に貸したり、使わせたりし

てはいけません。 

    

   

 

 

学習タブレット端末の使用方法について 

お知らせ 

 

学校公開及び作品展について 

１月２６日（金）１校時～６校時 

１月２７日（土）１校時～３校時 

 


